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【申込期間】
【問 合 先】

　町では地震に備えるため、昭和５６年５月３１日
以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診
断を希望される方に、無料で専門家を派遣し、耐
震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度
を行っています。
　また、昭和５６年６月１日以降に着工された木造
住宅の耐震診断と、昭和５６年５月３１日以前に
着工された木造以外の建築物の耐震診断、昭和
５６年５月３１日以前に着工された木造住宅の耐震
補強の費用の一部を助成する制度を設けてい
ます。

５月７日～１２月２８日
建設課

建築物の耐震化制度
建設課

お知らせ

【助成対象】

【対象となる治療】
【対 象 者】

【所得制限】

【助成の額】

【助成期間】

【申請書類】

【申請期間】

【申請・問合先】

　町では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担
の軽減のため、人工授精にかかる保険適用外の
一般不妊治療費の一部を助成します。

平成２７年４月１日以降に開始した治療
人工授精（検査を含む）

　　　　一般不妊治療の開始時点で夫婦
（事実婚も含む）であり、治療期間と申請日のい
ずれにおいても夫または妻のどちらか一方が笠
松町に住所を有する方（夫婦の住所が異なる
場合は、他の市町村で重複して申請をしていな
い方、事実婚の場合は住所が同じ方に限る）
　　　　夫婦の前年（申請日が１月～５月の場
合は前々年）の所得の合計が７３０万円未満
　　　　１年度につき、本人負担額（注１）として
支払った額の２分の１の金額（上限５万円）
（注１）医療保険各法の適用とはならない医療
を受けた場合に負担する額
　　　　一般不妊治療の事前検査などを開始
した月から継続する２年間まで

①笠松町一般不妊治療（人工授精）助成事
　業申請書
②笠松町一般不妊治療（人工授精）助成事
　業受診等証明書
③申請しようとする治療にかかる領収書などの原本
④夫と妻の所得課税証明書
⑤住所地を証明する書類
⑥請求書
※④、⑤の書類は、町が住民基本台帳、課税
　台帳を閲覧することに同意された場合不要
　です。
※申請書などの様式は、町ホームページから
　ダウンロードできます。
　　　　平成２７年度は、平成２７年４月から
平成２８年２月までの診療分を平成２７年４月
から平成２８年３月までに申請してください。

福祉健康課

一般不妊治療（人工授精）
助成 福祉健康課

お知らせ

月日（曜）

5月

6月

19日（火）

25日（月）

4日（木）

16日（火）

受付時間
9:00～10:00
10:30～11:00
13:０0～1４:３0
15：００～1５:３0
9:00～10:０0
1０:３0～1１:３0
13:０0～14:０0
1４:30～1６:00
９:00～1０:０0
1０:30～1１:３0
9:00～10:０0
1０:３0～1１:３0
1３:０0～1４:00
14:30～16:00

場　　所
春日神社（門間）
北門間会館（門間）
松枝公民館（長池）
児神社（北及）

スポーツ交流館（江川）
米野会館（米野）

穴太部神社(上柳川町）
中央公民館(常盤町）
福祉会館（東陽町）
下羽栗会館（中野）
笠松町役場（司町）
厚生会館（瓢町）
児童館（田代）

福祉健康センター（長池）

【対 象 者】

【検 診 料】
【日時・場所】

【問 合 先】

　申込みをされている方には、検診票を郵送しま
す。また、申込みをされていない方も受診できます
ので、直接会場へお越しください。

６５歳以上の方
（昭和２６年４月１日以前に生まれた方）
無料

福祉健康課

結核住民検診 福祉健康課お知らせ


